
令和元年度 第2回
長崎県′ム`共事業評価監視委員会
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●県河川課が管理するダム
35ダムが完成

●県が建設を進めてしヽるダム
石本ダム
浦上ダム (長崎水書緊急ダム事業)

0国が建設を進めているダム
本明川ダム
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河サII-5 川棚川総合開発事業
石木ダム建設事業

事業主体 長崎県

再評価
の理由

社会経済情勢の変化
再評価後変更(工期延長)

川欄川 開発事業 (石木ダム)の経韓

令和元年9月 30日
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1.再評価の審議経過

工  期 事 業費
審浄儀経過 再評価 ω理 由

着 エ 完 了 (億 n)
B/C 概 要

第1回審議(H10新規評価) 10年間継続 S48 H20 1600 198
腹合ダム(重 力式コンクリートダム・ロックフィル)

ダム高H=58 6m V=229,000me

謗観柔建鳥末と卜議取末骨む労 n】
重/国

「
1常導諄強(椅.11'

第2回審議(H15)

第3回 審議 (H16)

習 割

H20

熙

2970

範

118

TF 4F■
峯

【前回評価からの変更概要】  S48以 降の単価上昇

及び消費税の導入に伴う事業費増額

i酪臨躙臨踵瓢騒麟Fit:こダ舅辞ヱiii■登克景|て
=:

事業の経過報告
「ダム規模の見直しを行い、平成17年度に再審臓」

再日早価後5年経過

第4回 審離 (H17)
事業の経過報告
「河川整備計画検討委員会途中経過報告」

第5回審議(H18)
事業の経過報告
「河川整備計画検討委員会経過報告」

第6回審議(H19)

触 姻 翻 鰤 鮭 rこ基

第7回審議(H23)

III欄 川水系河川整備計画同意の報告

睡薗圃醐離畷励鶴轟途議機座曇著車凍こi=tF邑こ亀

社会経済情勢の変化 (ダム検証 )

皿

H28

電

H28

2850

璽

2850

143

127

額 ξI

駆

慎合ダム(重 方式コンクリートダム・ロックフィル)

メム高H=554m堤 頂長L=4400m
【前回評価からの変更概要】利水容量の減(6万ma→

4万 me)に伴うダム高の変更及び事業費減額

瑕団田爾隠爵愚翻麟磯野 !衰〔iぞi!工I::■ギ |111

重方式ヨンクリートダム
ダム高H=554m堤 頂長L=2340m
【前回評価からの変更概要】
刊水容量の減(6万 m3→4万 m3)に伴うダム型式変更

S48 H34 2850 1 25
【前回評価からの変更概要】
付替県道工事の遅れに伴う工期延長

第3回審議(H27) 社会経済情勢の変化 (工 期変更 )

第9回審議(Rl:今回)

社会経済情勢の変化

再評価後変更 (工期延長 )

S48 R7 2850 121
工期延長

【前回置子価からの変更概要】
付替県道工事の遅れに伴う

令和元年9月 30日



2.事業の概要<)|1棚 )|1流域の概要>

●川棚川は、長崎県の中央部に位置する川棚町の一部と波佐見町の全域を流域とし、県が管理する三級河川
の水系です。

●流域面積は81.4km2(県 内の二級河川で佐寂川に次いで第2位)、 河川延長は19_4km(県内の三級河川
で佐々川、相浦川に次いで県で3位)の県内では大きな著B類の流域の河川になります。

●川棚川の流域の人回は約2万人で、主に川棚町の下流きBと波佐見町の上流部に人□が集中、その中間部の
川沿いは広しヽ平野が広がっており、:束早平野に次ぐ穀倉地格となっています。

※流域内人口につしヽては殆ど変イしがない。 (津920,8千人 (H27国勢岳翔査)→諦920.5千人(Rl.6町役場HPより))

儀 貨 鳳

儀世保市

Ｎ＋

"I樹
町 東復杵町

流 域

川棚川は県が管理する三級河川

O流域面積 81.4km2(県内2位 )

O河川延長 19.4k船 ′(県内3位 )

令和元年9月 30日 3

石本ダム亀設ラた畑

(600m)

<川棚,IIのお水対策の経緯>

・ 躍熙違桑笑皇最8塗参窪警繕嘉も甲理瞑涙蕩濃蛹緩鶴語辞評鵬毬目驚亀

●昭和42年 7月の洪水を契機として野庶,11ダムの霞譜|こ籍手^

●昭不D50年度に多目的ダムとして石本ダム建設採択。
※最新の河川法、技術基浮に基づき、1/刊 ∞ 計画規模

●平成2年7月の洪水を受け、川棚川上流部と支川の災害復,日勘成事業
による

'U川

改修を実施。

●平成 9年 二級河川川期B川水系工事実施基本計画の策定

●平成刊7年 川棚川水系河川整備基本アう針の策定

●平成19年 川棚川水系河川整備計画の策定

―…… :市町村界

日  :二級珂川区蘭
県 界

出  :碁準地点及び正常流量設定地点

「

 〕 :流域界

2.事業の概要<石木ダムの位置>

・ 写粂打ぶ督轟むF盤払紹督窓奢藩』?孟絶昌ぷ客粂妙云紫屎整蓬肇サ」樫樫2選屠摯写響
2Ⅲ m地点に

0ダム下流には1式替宅地、貯水池五岸部には代替墓地が整備されています。

7
ダムエ事の凡例

~ 
付鶴道路

ダム本体

ダム建酸予定地

代骨宅建

代書と地

令和元年9月 30日    4



2.事業の概要<石木ダムの目的>

●石木ダムの目的は3つあり、「①洪水謁節J「②流水の正常な機能の維持 |「③水適用水 (新規利水)1です。
目的の①と②を県が約185億円の事業費を負担し、そのうち国土交通省から1/2の補助を受けています。
目的の③を佐世保市が約100億円の事業資を負担し、そのうち厚生労働省から1/3の補助を受けてしヽます。

●事業は県と佐世保市の共同による多目的ダムによる建設ですが、県が施工主体として進めています。
なお、浄水場等の水道施設の建設事業は市が厚生労働省の補助を受け別途進めます。

O石木ダムの目的 O貯水池容量配分図
洪水調節容量=治水容量

ダム天出ほ蔦 阻 73.6m

川棚川の冶水基準点である山道橋地点において、基本

高水流量1,400m3/秒 を既設野々川ダムと石木ダムで

1,130m3/秒 に調節するため、石木ダムでは治水容掛

1,950.OOOm3を確保する。
1

サー ジ水位 EL 69,8m

ダム高

55.4m

現在使用している水適用水十日当たり22,500m3(ぅ
ち佐世保市15,OOOm3、 川棚町7500n13)、 ダム下

流の農業用水、河川環境を維持するための水源として、
不特定容量 740,OOOm3を確保する。

O事業費

佐世保市の水道用水1日当たり40,OOOm3を 確保する
ための水源として、新規利水容量2.490,OOOm3を 確
保する。

※禾J水容昌=②740.OЭOm3+③ 2、490,OOOm3=3.230000m3

総事業費 :285億円
負担額 :河川事業 約185億円 (1/

水道事業 約100歯円 (1/

令和元年9月 30日   5
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刊ホ暮量

驚ホの正常4綸常の協調i 0
〔 〕求遭用求 0

Eと 18.2m

泊水害量 1,950,000m3

Eと 63.3m

置低ホ位 EL 44,2m

雉砂害量 300,000m3

2.事業の概要<ダムの諸元>

在

岸

ダ ム

盛土

河 川 筈 2級河川 川棚川水系百木川

位   置 長崎県東彼祥38ナ 11棚町岩屋郷地先

型   式 重力式コンクリートダム

鶴貯水容量 b,4と地呻 ,ド

有効貝争水容量 5,180,OOOma

堤   高 5541n

堤 頂 長 23401]4

事 業 資 285億円

下 流 面 図 標 準 断 面 図
令和元年9月 30日 6



2.事業の概要<事業計画と進捗状況>

事業の注捗

平成30年度末時点の執行済み碩 :約1壺6は円
濫捗率 :約 弘 6%

用 地
の 取 得 状 況  要約隣みH末 要的

買収面積
全体

'93千

常

全体6'F―

10「

lttnl) 114千「‖
´  |.|!!

辮 麟 r
i `!‐ 鍮

‐!li■ i!

移転‡鳳
(F)

平成30年度迄
約1556峰 円  代替宅地

替町通川蹂木場縁

付曽 lB」 追中ノ川内線

代替墓地

タル谷線

付蓄農遵

=fr孝
■中のrご番黒進ェ募登慶 付番県蓮熾野チli翻緑

糞I療み巫責

○石木ダムの付替道路計画
番 n」 通岩屋大平線

ダム建設により硯道の一言B区間が水没するため、県道1路線、町道4路線、農道刊『各線の合計6路線、約7kmを付け替えます。

令和元年9月 30日

①洪水調節
～大雨時の川の増水による被害を軽減し、人々の命とくらしを會ります。～

280mS/秒

●

0計画高水流量配分図 l単位 :∬/s)

昭和42年 7月 9日洪水の状況

野々川ダム
(既 設ダ

-8

■ (山道格〉で1,100

河選改停■

'ム(1,400)

型    川桐川
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村
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／
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〔凡例】
日 :基準点
(上 段):基本高水のビーク流量
下段 :奮↓劇高水流量

計画規模」/¬ OOの雨による

洪水を既設の野々川ダム、
河道改修及び石木ダムの最
適な組み合わせにより安全
に流す計画です。ダム 牛

288
3

そ

年
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3.事業の必要性等<目的>決水調節

ダムができるとこ・ 9

大雨の時に、上流からの水をダム
にためることで、下流の川に流れる
水の量を減らし、下流の洪水被害

を軽減する。
1!!|ィ !!i

920

1,020∬ /s
,,130ni/s

Fitt γムに水をたも′l在
_レにより th道 積地末て
1,lllお 、σ)裕 賦を

“

i減

石木

陣川侶

令和元年9月 30日



3.事業の隊要性等<川棚町の過去の洪水被害>

発生年月日
雨量 (mm)

川棚町全体の被害状況 (川棚『1役場調べ)

3時間 24時間

昭和23年 9月 11日 1876 3842 床上浸水800戸.床下漫水12∞戸、合g+2,OOO戸

昭禾D31年 8月 27日 187.5 279.5 床上漫水251戸 .床下漫水550戸、合:+801戸

昭不B42年 7月 9日 172.3 222.3 床上漫水15戸.床下浸水113戸、合計123戸

平成2年 7月 2日 1400 348.2 床上漫水97戸,床下浸水287戸 、含ζ+384戸

川欄町の過去の決水機害

平成2年 7月 2日 洪水の状況

平成2年 7月 洪水の状況
泊本の状態で流れ る

'1線
川 (平虚 2年 7月 2日 を 立か ら娘影 )

令和元年9月 30日   9

②流水の正常な機能の維持
～渇水時も水の流れを安定させ、既得用水 (慶業用水、町水道など)の確保、水生生物の生息環境・ 景観を保全します。～

O川棚町の渇水被害実績
(石木ダムパンフレットより 川梱町役場調べ〉

平成6年の渇水状況 (山遭堰)

O既得用水の確保・安定イヒ
現在、JI欄口rは石木川と川協川から併せて7.500m3/口 取水しています。
また、佐世倶南も川胡

"Iか

ら15.000m3/日 取水しています。
ダムができることにより、既得用水の安定化が図れます。

令和元年9月 印 日 10

3.事業の町要性等<目的>流水の正常な機能の維持

ゲムができると a B H

日照りが続いた時にもダムから水を
流し、川を流れる水の量を安定させ

以前から取られている水適用水や

農業用水なとに必要な水を確保す
るぁまた、魚など川の生き物の生

環境を守る,

昭和42年 7月
7月 17日 ～10月 11日 (87樹 画)

ホロ40,と胴ホとし、みかれも露準を受ける

昭細49年 1月 19日 画の千ばつ機害

昭和49年 8月 23日間の千ばつ機害

昭和50年 8月

「節本のお願い」チランB布
an用本の5出を求遺求として住旧

毎日700meのよ不足.2日の日本匹市

平虚6年 8月

T綸ボ田限」のお知らせ田布
8月 27日から,電,レプ田整による構ホ

“

際
工場・事嘉所へ節ホ協力依嶺
来奏歯口前の時臣曝 り解礫

平成 17年 6月
r節求の持Hい」チラン巴布
工B・事嘉所へ鮨ホ協力依嶺

発生年月 綺  要



4.事業の経緯<主な経緯>

◆ 讚 mA負 生 薩 ム豊油計画阻沓楔根ヽ麟手

◆昭友lS O年度 石六ダム磁樅菖艶楔根Ⅲ着手 (治水:計画規模1/1∞、利水封 日当り取水量6万m3)
昭不B57年 5月 21日 土地収用法に基づく測量 (～ 6月 3日 )

平成 2年 7月  2日 集中豪雨により川棚川流域で氾濫被督 (川棚町で384戸の浸水被害)

平成6年 8月～平成7年 4月 佐世保市大濁水 (264日間制限給水の被書)

平成 12年 1月 21日 代替地造成工事犠手  (14年 6月に完成)

平成 15年 6月  3日 代替曇地造成工事犠手 (15年 10月 に完成)    「事業継続は妥当」と市長へ笞申

平成 16年 11月 15日 佐世保市水道水濠整備事業再評価監視委員会 計画取水豊菱6万m3から4万m3に変更

◆平成17年 12月  9日 川棚川水系河川整備基本方針の策定 (河川法第 16条)

◆平成19年 4月 24日 川棚川水系河川整備計画の策定   (河 川法第16条の2)
◆平成20年 3月 29日 県条例に基づく環境影響評価の手続き完了

●軍虚21仁 11月 9ロ サ1・側世h古密E懸へ菫選阻串由贈4埠出

■早成22年 3月 付警逮路工事の■工 (中断)

◎平成23年 7月 26日 ダム事業の検証に係る検討結果をロヘ提出

◎平成24年 6月 11日 目がダム事業盤続とする補動金交付に係る対応方針決定

0平成25年 9月 6日 喜隻祖建告示

■平成26年 7月 付雷芭路工事のと工 (中断)

0平成26年 9月  5B 収用裁深申請及び明渡耕決申立 (迂回道路部)⇒ Hク7住1∩日r□日常五日隠

◆平成27年 8月 3, 10, 24日  県
′ム`共事業再評価 (継続実施)⇒ 令不04年度完成

平成27年 11月 30日 嘉業認定取消訴訟裸誘
`被

告は国)

0平成27年 7月  8日 収用裁決申請及び明渡裁決申立 (ダム本体部)⇒ EL鍾働列囲朔漁盤法

●平成23年 5月 11日  1又用裁決申請及ぴ明渡裁決申立 (中 。上流部)⇒ EL笙働則□颯迪盤送

■平成29年 1月 29日 付替造路工事の本格着工 (施工巾)

平成29年 3月  6日 工事続行差止訴訟提訴 (被告は県 。佐世保市)         令和元年9月 30日  11

①河川盤備基本方命十・河川整備計画策定 (河川法)

川棚川水系河川整備計画検討委員会平成17年 10月 14日～平成19年 1月 23日 11回開催
平成 18年 10月 19日
平成 18年 10月 24日

川棚川水系川づくり意見交換会 (波佐見町総合文化会館)16名出席
川棚川水系川づくり意見交換会 (川棚町′ム`会堂)    82名 出席

②環境フセスメント (県条例)

長崎県環境影響評価審査会 平成10年9月6日、10月 16日、11月 14日 3回開催
平成19年 7月 19日 長崎県I緊境影響評価条例に基づく準備説明会 0,1棚町公会堂) 59名 出席

③ダム検証         1
今後の治水対策のあり方に関す 平成24年4月26日 開催

平成23年 2月 18日～3月 22日 ダム検証におけるパプリックコメント  意見議提出数 116件 (74名 )

平成23年 3月  6日  ダム検証における意見交換 (川棚町中央公民館)         190名 出席
平成23年 3月 11日  ダム検証における関係住民説明会 (長崎県央震業其圃組合川棚支店) 82名 出席

●河川整備計画・環土覧アセスメント・ダム検証・事業認定における手続きなど、あらゆる本鶏会を通じて意見
交換会や説明会を実施してきました。延べ約2,OOO名が出席、計306件の意見書提出がありましたが、そ
の都度、それぞれ し県 方をお示ししてきました。

4.事業の経緯<事業説明会等の主な開催状況>

④事業認定※1(土地収用法※2)

社会資本整備書議会 平成25年6月7日

てヽ定めているのが土地収用法※ 2

開催

平成21年 10月 23日 土地Ⅲ又用法に基づく事前説B月会 (川棚町′ム`会堂)         約200缶出席
平成21年 11月  6B 土地収用法に基づく事前説e月会 (長崎県央農業共同組合川棚支店) 約150名出席
平成2‖ 年12月 7日～21日 蓼業認定申諸国議の縦覧期間中の意見書の提出         190通
平成25年 3月 22日～238 事業認定公月志会 (川 l月月町′ム`会堂)替成層対の″′ゝ`撚人クてう路R 拷聴者約200名出席

,             令和元年9月 30日 12



4.事業の経緯<用地取得と土地収用法の手続き状況>

●用地の進捗状況は、既に8割以上の地権者に協力を得ていますが、残る未取得用地の全てにおしヽて、土地
収用法の手続きを進めており、①迂回路部②ダム本体部及び③中・上流部の用地の3箇所に分けて裁決申
請を行い、令不□元年5月 21日までに権利取得裁決・明渡裁決がなされました。

○土地収用法の手続きの主な流れ

立会い躍名押爾ゆ

土贈所■■及び関係入,,意 見幣Tx'

所有権取得 (県 )

(地権者)

告示

収用機決申語
明産歳決中立て

収用機決・明渡歳決

付

,レ

イ|―

‐τ itr

r,|.

ノサI追中

Ⅲ■回路」P耳:竜

S、 4r4. `,お ■|

1'庄 2〒 II S井 1=2 tl:,■ |

1`:|:二 ど▼Ⅲ 10チ1l i● 盛 :i==工 Iそ

P'ム
'本

体とI◆ ll■ ! SO ′54 39→ |

=ピ
4件、テl fi1 1‖

「え!'央

[円オ|キ i'ト    ー

叫→温干lr    ‐

蔦1炒とす卜 51J21と l

名杓テtFF 9月 i(l鶴

令ユ4■年 ,1角 13避

凡 lう0

Φ

既設県連

付苔県蓮

付替町通

及ひ農 1□

‐

江 l」a通 了き

8]｀ 水 ,l拘 範函

チ:

令和元年9月 30日   13

rJ・水池

令不□元年 5月 21日
令和元年 9月 19日
令和元年11月 18日

89,892. 57耐
(使用38分43413m⊇ )

家屋9件、公民館1件
繊決
8月渡期限 (移■,イ‖がないおω
明渡 期限  (vttaL!iがあ3毬お,

イ§1中 。上流きBの用地

fir｀

4.事業の経緯<訴訟関係>

事業認定取消訴訟は平成30年 7月 9日に原告の請求を棄却する第 1審判決がなされました。

事業認定取消訴訟控訴
~番

は結審し令不B元年11月 29日 に判決予定、工事差止訴訟は係属中です。

事件名 原告 被告 H26 H27 H28
ａ

Ｊ

Ｏ

と
Ｈ

H30 Rl

石木ダム事業認定
理分取消請求事件

地権者
109名 団土交通省

九猟地方整備局長

H, 11
長崎地裁

樹30.7.9 半馨決
(却下・棄却)

H30723
控訴

福岡高裁

RI

地権者
24名

国
国と交通省

九州地方整備局長

ト 7.12.25

申立
長崎地裁

川29, 10

下 )

百木ダム建設工事並
びに県道等付替道路エ

事続行差止請求事件

地権者
支援者
608名

長崎県
佐世保市

H29.

提:

IRl,11

地権者

支援者
505名

長崎県
佐世保市

H28.2.2

申立

H28.12.20

決定 (去p下 |

邑行妨害禁止仮処分

命令申立事件

※①と②は別事件

長崎県

妨害者
①23名

②19名

ト

旧27.3.24

定

名中16名 塵
1281028

申立

29

中10名 )

長崎地裁 D長 崎地裁佐世保支部 D 福岡高裁
令和元年9月 30日 14



5.事業計画変更の内容 (工期の変更)<前回 (平成27年)>

O平成23年 6月 13日

O平成27年 8月 24日

県′ム`其事業再評価 (継続実施)  ⇒

県ノと、ヽ其事業再即価 (工期の見直し)→

平成28年度完成ラ定

平成34年度完成ラ定

工 旧 平成25年度 早成26年 度 平′す27年度 平成28年度 平成35年 度

用的取得

付0と贈工事

ダム本体工事

その他付帯工事

試験惑ホ ⇔

く工期変更の理由>
O付替県適工事の遅れ
・事業認定告示後も任意解決のために′ム`F矛日質問状への対魅などに時間を要し、付替県道工事の皆工Bき期

が遅れ、また、工事着工後もダム建設に反対する殉′マによる通行妨害等の行為により、工事の暫定供
用時期が延期となること。

Oダム本体工事の遅れ
・ダム本体工事は限られた期間での完成を目指すため、2交替による施工を考えていたが、ダム建設に

反対するん′マによる抗議や妨害行為がある中での夜間工事の安全確保ができす混乱が想定されること
から、 1交替による施工に変更する。

・また、施工開始時期についても用地の取得が見込め、付替県道工事の暫定供用後とすることから、工
期が延期となること。

5

5.事業計画変更の内容 (工期の変更)<◆回 (令和元年)>

○ 平成27年 8月 24日

O令不□元年 9月

県
′ム
｀
其事業再評価 (継続実施)  ⇒ 平成34年度完成ラ定

県
′ム
｀
共事業再評価 (工期の見直し)⇒ 令不□7年度完成手定

クリティカ,レくス

工 種 平成23年度 平成20年鼠 平成27年度 早巌28年度 平威20年度 甲威30年度 令細元年風 令和2年 康 令和3年度 命和4年度

用地取得
一

一

ー付曽道路工事
(祟 と1工区十五日路)

中
|

付掛道磨工事
(■のむ,

―

⇒

ダム本体工事
ー

その他付帯ェ事 ←

賦験濃ホ

<工期変更の理由>
O付替県適工事の遅れ
・平成26年度から付替県道工事に着手したが、

・ダム本体工事の着手を平成29年度、完成を令不B3年度、 を令不B4年度から開始するラ定であっ

C

たが、

元年9月 30日  16



6.工期の変更理由<付替県道工事着手の遅れ>

0平成27年 8月の前回再評価以降も、反対地権者及び支援者らにより、現場への唯―の入□であるAゲート前で立ち塞がる行
為が続いたため、平成28年 10月に2回目の通行妨密禁止仮処分命令申立を行いましたが、再三の説得にもかかわらす現
場内へ入場することは出来す、替工できませんでした。

●平成29年 1月末に現場内に現場諸所をB隻置、重機を搬入することにより、現場内での工事に着手しました。

磁゙ 訳騒

■ 4尋 OⅢ

l心と処分命令申立

(決定が出るまで中断)

平成27年 3月

平成27年5月
´

平成28年 10ナ尋 遷行妨蓄禁止

1反処分命令申立

翠成 29無 1月 重機材担入・

…1 平成29毎 9月 通行妨富禁止l反処分決定

尋
現在、付替県道工事の施工中

H2968

O付替県道工事位置図

p

工妄みはt

酸

場内の運搬適路
に座り込んでい

る状況

令和元年9月 30日 17

0平成29年 1月以降、場内で重機の周辺に座り込んだり、ダンプトラックの通行巳各に座り込も`行為が行われております。
●工事現場内での反文0地権者及び支援者らによる行為に対しては、警察通報や、県職員の応援体制を整え、工事請負業者、反対地
権者及び支援者ら双アうの安全性に配慮しながら工事の進捗に黒大限努力してきたものの、施工効率の低下により大幅な工期の遅
れ (首工不能期間と合わせ、計3年)を余儀オdく されました。

6.工期の変更理由<付替県道工事の進捗の遅れ>

写真-1 グートて薦嵐 業音の追B査□止する反対派
令和元年9月 30日  18



7.事業の跡要性等<事業の投資効果>

項 目
前回評価

(平成27年度)

今回評価

(令和元年度)

全事業 1.25=342.0億 円/272.7億円 1.21■ 384,7億 円/317,1億 円

残事業 11,71=180.20億 円/15.39億 円

◆費用対効果(B/C)

◆感度分析

残事業資 残工期 資産

+10% -10% +10% -10% +10% -10%

全体事業(B/C) 1,18 1.25 1.20 123 1.25 1.17

残事業(B/C) 8.52 19.14 1■ 71 11.74 12.50 10.91

〔費用〕                          ′

ロダム建設に要する事業費 (工事費、用地費)、 ダム維持管理に要する費用      .
〔便益〕
・家屋、家庭用品、事業所、農作物、公共土木施設等の直接被害に対する便益、
営業停止、応急対策費等の間接被害に対する便益、流水の正常な機能の維持に対する便益

〔プラス要因〕
・特になし      !
〔マイナス要因〕
・工期の延長
〔その他の要因〕
a各種資産評価単価及びデフレーターの改正 (H31.3)

(浸水区域内資産額 (家屋資産の評価単価)の増加等【家屋単価上昇162.4⇒ 176.2千円/m2碧
和元年9月 30日

19

切上吉呂(写勲 )

店工 前 (Hク 9121最 彰 )

工事現場金景 (令和元年8月 31日撮影)

●工事現場では、反対地権者及び支援者らによる座り込みが続いていますが、県職員の応援体制を整え、エ
事請負業者、反対地権者及び支援者ら双方の安全性を確保しながら、令和2年度のダム本体工事着手に向
け工事の進捗に最大限努力しています。

8.事業の進捗状況<付替県道工事の進捗状況>

写真 刊

Ⅲ`終点側

切止

て`ffダf'フ

′
勲

起点側

盛土

写

終点側 (写真I)

清五 前 (H2912搬 |夕 ) 現況(R16赫ギ多)

令和元年9月 30日  20



9.代替案立案の可能性<治水>

対策案 1ダム案
2)饉フよ地案
その1

3遊水地案
その2 4故水路案 6河適掘削察 6ヨ I提案 7爆 bj濫上げ案 8複含案

概要 ー

(川棚川)

‐

―

   ・́

(石木川)

W

(川棚川)

(石木川)

~ヽ
 と ヽ

(川棚川)

兵
‐
 ril「

(石木川)

ヽ
塩

(川 棚川)

~＼ ___二し⌒

(石木川)

｀
ヽ _島

魯
崎
内
容

川朝川 河追l届削 河道掘削 潮遵掘削 河通 l届削
河遵掘削
導流鍵
爆改禁2

SI経、築埋
涸適掘削
褐梁架曽5
堰改築 1

家屋移転41戸

提睛出上
排水傾賜4
橘梁架首5

家屋移転30戸

涸道l届削

導流提
1是随嵩上
排水機場1

橋梁架替1

石木川 謹岸等

gil尾 、

']連

掘削
橋梁架替5
壇改築3

家屋移ゆr15戸

譲岸等 護岸等

河進掘削
稿梁架替5
壇改築8

家屋移転2戸

SI耀、築提
河適掘削

I高梁架替5
ほ改築8

家屋移阜五5戸

堤防嵩上
排水機場1

橘梁架替5
頌改霜

家屋移薪19戸

31堤、築耀
河適l屈肖」
橋梁架替5
垣改築8

家屋移転5戸

演水閉節施

設
ダ ム 逓水地 裸百場遊水地 餃水略

概欝事業置 71に 円 23318円 4731憩 円 262億円 2661感 円 254億円 273億円 2291惑 円

※石木ダム案は、治水専用ダムでの残事業費で評価しています。

※ダム検証時に、「再評価実施要領細目」におしヽて示された26案を文」象として、川棚川流域での適用
の可否を現行のダム案を含む8案について検討した結果、経済性等の観点からダム案が最も有利と判
断しました。 :
その後、川棚川の河川改修及び周辺の状況に大きな変化はないため、最新のデフレーターで現在の価格
を算出し確認を行いました。

令和元年9月 30日   21

※石木ダム案は、不特定専用ダムでの残事業費で評価しています。

※ダム検証時に、「再評価実施要領細目」におしヽて示された 14案を対象として、川棚川流域での適

用の可否を現行のダム案を含む4案につしヽて検討した結果、経済性等の観点からダム案が最も有利

と判断しました。

その後、川棚川の周辺の状況に大きな変化はないため、最新のデフレーターで環在の価格を算出し

確認を行いました。

9.代替案立案の可能性<流水の正常な機能の維持>

支」策案 1ダム案 2者屋

'11ダ

ム案 3貯水池案その 1 4貯水池案その2

概要

【石木ダム諸元】
①利水容量

②流水の正常な機能の維持

③水道月水

ー

↓
祖 |

【岩産川ダム諸元】
①埋 高     :3B5m
②彙水面積   :2,2knぞ
③総貯水容量   i0000∞ ma

41′ヂ!水の正常な機能の維持

⑤雄砂容量   :9αO∞ mS

【貯水迪諸元】
①流水の正常な機機の維持

②排水ポンプ   :なし

【貯水泄諸元】
①流水の正常な機能の維持

②排水ポシブ

概算事業資 25億円 149億碍 162億円 ¬39億円

令和元年9月 30日  22



対応方針

(原案)

石木ダムは、川棚川の抜本的な治水対策のために跡要不可欠な事業であり、早期に完成
させる賜要があるため令和7年度の完成を目指し、『事業を継続』することとしたい。

10.河応方針 (原案)

①事業の応要性等に関する視点
1)事業を巡る社会情勢等の変化
O川棚川では、想定氾濫区域内人□や資産について、前回の平成27年評価時から大きく変化していません。
○地域から早期に完成を望む要望もあり、また、地元川棚町議会も「石木ダム建設に関する決議(H25.6.20)」 や
町長も令不8元年6月議会においてダム建設推進の立場を明確にしております。

2)事業の投資効果
○事業を実施することにより洪水氾濫に対する冶水安全度の向上が期待でき、漫水区域内の被害の軽減が見込まれ

ます。

O事業を実施した場合におけるB口気l輸星 〔R/金う債1ク 1です。 (令和元年度評価)

3)事業の注捗状i況

O途切れることなく付替県道工事を進めるなど、菫世薔ベー又r蜘盟 ∩9A ttM弱 ∩信口 /ク郎 伯口れ

(平成30年度末)の事業進捗となっています。
○既に8割以上の地権者に脇力を得ており、ダム下流には代替宅地、貯水池笙岸部には代替墓地を整備し、多くの
地権者の方′マが移転されています。

②事業の造捗の見込みの視点
〇令和2年度のダム本体工事着手に向け、ダム本体工事期間に利用する迂回道路区間も着実に進捗しています。
○羽地の状況を勘案し、ダム本体工事期間の迂回道路の完成時期、ダム本体工事の工程を見直したことから、
令蒸Π4仁膚の嘉成T錮募令和 7仁彦にな市 します。

①事業に聰要な残る用地については、全て令不8元年5月 21日に中叉用裁決、明渡裁決がなされ、9月 19日をもっ
て所有権を取得しました。

③コスト縮減や代替立案の可能性の視点
○治水や流水の正常な機能の維持について、現計画案 (石木ダム案)と現計画案以外の代替案を比較検討し、最も
有利な案は呪計画案 (石木ダム案)と評価しています。

○設計段階や工事施工においても、工法の工夫や新技術の積極的な採用により、今後もSIき続き、コスト縮減を図
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